
2昭島市役所☎544-5111（代表）

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

あ
な
た
の
身
近
な
相
談
相
手
　
民
生
委
員
・
児
童
委
員

◎
民
生
委
員
・
児
童
委
員

　
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け

て
、
誰
も
が
安
心
し
て
住
み
続
け
る

こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
を
つ
く
る

た
め
に
活
動
し
て
い
ま
す
。

◎
主
任
児
童
委
員

　
お
子
さ
ん
や
子
育
て
に
関
す
る
支

援
を
専
門
に
担
当
し
て
い
ま
す
。

　
学
校
、
児
童
相
談
所
な
ど
と
協
力

し
、
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
生
活

環
境
づ
く
り
を
目
指
し
て
活
動
し
て

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会
で

は
、
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
依
頼
を

受
け
、
心
配
ご
と
相
談
を
実
施
し
て

い
ま
す（
申
込
不
要
）。

◇
日
時
・
場
所

＊
水
曜
日
＝
あ
い
ぽ
っ
く

困
っ
た
と
き
に
は
相
談
を

い
ま
す
。

◎
皆
さ
ん
と
行
政
を
結
ぶ
パ
イ
プ
役

　

少
子
化
、
核
家
族
化
な
ど
に
よ

り
、
地
域
の
つ
な
が
り
が
希
薄
に
な

る
中
、
高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
方
、

子
育
て
や
介
護
を
し
て
い
る
方
な
ど

が
、
周
囲
に
相
談
で
き
ず
に
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　
暮
ら
し
の
中
で
の
困
り
ご
と
、
子

育
て
の
悩
み
ご
と
は
、
一
人
で
悩
ま

ず
、
地
域
の
身
近
な
相
談
相
手
、
民

生
委
員
・
児
童
委
員
に
ぜ
ひ
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

こんな相談を
お受けしています

育児や子ども
のしつけで悩
んでいる…

子どもが
不登校に…

高齢者向けのサー
ビスを受けたいけ
れど、制度や窓口
が分からない…

病気やけがで
生活に困って
いる…

近所の子どもの
泣き声が激しい。
虐待かしら…

　
相
談
の
内
容
に
応
じ
、
福
祉
に
関

す
る
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の

情
報
を
提
供
し
ま
す
。
ま
た
、
相
談

者
が
必
要
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
、
市
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
児

童
相
談
所
な
ど
の
関
係
機
関
と
連
携

し
な
が
ら
、
問
題
の
解
決
に
取
り
組

み
ま
す
。

　
各
地
区
の
担
当
民
生
委
員
、
主
任

児
童
委
員
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
る
名
簿
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
市
役
所
福
祉
推
進
係
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

◎
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す

　
秘
密
を
守
る
こ
と
が
法
律
で
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
安
心
し

て
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
福
祉
推
進
係
へ
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
パ
ネ
ル
展

心
配
ご
と
相
談

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
活
動
を
、

パ
ネ
ル
で
紹
介
し
ま
す
。

◇
日
時　

５
月
12
日（
火
）〜
15
日

（
金
）の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

時（
15
日
は
午
後
３
時
ま
で
）

＊
金
曜
日
＝
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

※
時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
２
時
〜

４
時
で
す
。

※
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
き
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、社
会
福
祉
協
議
会（
あ

い
ぽ
っ
く
内
）☎
544
０
３
８
８
へ
。

◇
場
所　
市
役
所
市
民
ロ
ビ
ー

☆
詳
し
く
は
、
福
祉
推
進
係
へ
。

身体に障害があ
るので何かあっ
たら不安…

一人で悩まず
ぜひ相談を！

国勢調査の調査員を追加募集
　国勢調査は、日本に住んで
いるすべての方を対象として
全国一斉に行う、国の最も基
本的な統計調査です。
　調査員を次のとおり追加募
集します。
◇ 対象　20歳以上の方（税務
職の方などを除く）
◇ 内容　担当地域へ調査票の
戸別配布・回収、書類作成
など
◇ 調査期間　９月上旬～ 10
月下旬
◇ 調査件数　約60世帯を１
調査区として２調査区まで

◇ 報酬　１調査区につき３万

8000円程度（世帯数により
異なる）

◇ 申し込み　申込書を、５月
29日（土・日曜日、祝日を
除く）までに本人が市役所
企画政策課へ

※ 申込書は、市役所企画政
策課にあるほか、市ホーム
ページからダウンロードも
できます。

☆詳しくは、企画政策課へ。


